
支担官第８５６号 

令和７年１月１５日 

                                             支出負担行為担当官 

                                             防衛省大臣官房会計課 

                                             会計管理官 平下 一三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

公    告 
 

  下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 

 

記 

１．入札に付する事項 

調達番号 件    名 内容 履行場所 履行期限 

No.20 庁舎Ａ棟仮眠室外補修役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和７年３月３１日 

 

２．入札方式  一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件） 

 

３．入札日時  令和７年１月２９日（水）１０：４５ 

 

４．入札場所  防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室 

 

５．参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

       （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

       （３）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以上に格付けされ、関東

・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 

              （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の

者でないこと。 

       （５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売

買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

        

 

６．入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 

７．入札保証金及び契約保証金  免 除 

 

８．入札の無効  ５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

 

９．契約書作成の要否  要 

 

10．適用する契約条項  公共建築保全業務契約約款、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、 

 

11．そ の 他        

（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。 

（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。 

（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認め

た場合には、この限りではない。 

（４）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札及び入開札手続により実施する

ものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、

令和７年１月２７日（月））までに、下記担当者必着分を有効とする。 

 （５）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲 

 渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 

（６）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。 

受付時間 ９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く） 

 

 

 



また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp 

メール件名  ：「件名：○○○」 入札案内送信依頼 

添付ファイル ：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824 
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仕 様 書 

件 名 庁舎Ａ棟仮眠室外補修役務 
作成年月 令和６年１２月 

作成部署 大臣官房会計課庁舎管理室 

 
 
１ 履行場所： 東京都新宿区市谷本村町５－１ 防衛省市ヶ谷庁舎 

 
２ 履行期間： 契約締結日 から 令和７年３月３１日 
 
３ 概   要： 庁舎Ａ棟指定フロアの仮眠室、コピー室をミーティング室に改修するもの。 
 
４ 一般事項 
(1)  共通事項 

ア 本業務は、本仕様書によるほか、次に基づき実施する。 
    ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（以降、 

「共通仕様書」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き（最新版）」 

（以降、「手引き」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版」 

（以下「標準仕様書」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最  

新版」（以下「機械設備標準仕様書」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最  

新版」（以下「電気設備標準仕様書」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）最 

新版」（以下「改修標準仕様書」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）  

最新版」（以下「機械設備改修標準仕様書」という。） 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）  

最新版」（以下「電気設備改修標準仕様書」という。） 
イ 庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては、監督官の指示に従い、直ちに庁 

舎内で定められた関係規則の手続きを行うとともに諸規定に従うものとし、業務に関係 
のない施設には立ち入らない。 

なお、立ち入るために許可手続きが必要な施設もあることから発注後、速やかに監督
官と調整の上、関係書類を提出する。 

ウ 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、直ちに監督官に報告するとともに、
受注者の責任において復旧及び賠償する。 

エ 業務関係図書等の管理 
(ｱ)  業務関係図書、受注者が作成した業務計画書、作業計画書、業務報告書及び本業務

関係書類は、第三者に対して貸与、複写又は閲覧させてはならない。 
(ｲ) 業務関係図書等を自ら使用するために複製する場合は、あらかじめ監督官に届出を

行い事前に承諾を受ける。 
(ｳ) 受注者は、官側の承認を得て業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、

当該下請契約書において、業務関係図書等の適切な管理に関する規定を明確にしてお
く。 

(ｴ) 業務関係図書等は、複製したものを含め業務終了後直ちに返却する。 
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オ ディーゼル車規制の遵守 
(ｱ)  本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成

12 年東京都条例第 215 号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用
し、又は使用させる。 

(ｲ) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の
提示を求めた場合、速やかに提示する。 

カ 使用する物品が、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和５年１２月２２ 
 日閣議決定）」に該当する品目の場合は、その基準を満たすものであること。ただし、 

基本方針の改定があった場合には、これに従う。 
 
(2)  用語の定義 

ア 建築工事 
「改修標準仕様書 第１章 第１節 １．１．２用語の定義」による。 
イ 電気設備工事 
「電気設備改修標準仕様書 第１編 第１章 第１節 １．１．２用語の定義」による。 
ウ 機械設備工事 
「機械設備改修標準仕様書 第１編 第１章 第１節 １．１．２用語の定義」による。 

 
 (3)  業務体制等 

ア 業務職員及び業務体制 
  受注者は、業務責任者及び業務担当者をもって業務体制を組むものとする。ただし、  
兼任を妨げない。 

(ｱ) 業務責任者とは、業務を総合的に把握し業務を円滑に実施するために監督官との連
絡調整を密に行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。また、業務責任者は、
本業務について、統括管理しなければならない。 

(ｲ) 業務担当者とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受
注者側の担当者をいう。 

(ｳ) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業
務を行う。 

イ 業務責任者は、十分な安全衛生対策を行い、作業員に対しては機会あるごとに注意喚  
起させる。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じ安全衛 
生管理を徹底させる。また、安全衛生管理については、関係法令に従って行う。 

ウ 受注者は、業務職員に対し、業務を行うに適した服装及び名札を着用させ、業務の従  
事者であることを明瞭にする。 
 

(4)  業務計画書 
業務の実施に先立ち、実施体制、緊急連絡体制、全体工程、業務担当者が有する資格、 

廃棄物処理に関する書類（収集運搬許可書等）、使用機器、使用薬剤等、必要な事項を総 
合的にまとめた業務計画書を作成し、業務開始前に提出し、監督官の承諾を得る。なお、 
業務計画書作成にあたり業務を系統的かつ統一的に実施するために、施設の安全と衛生環 
境に関する法令及び労働基準法等関係法令等を遵守する。 

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 
 

(5)  作業計画書 
業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範 

囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理を具体的に定めた作業計画書を作成し、監督 
官の指示した日までに提出し、承諾を得る。 

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 
 

(6)  業務報告書等 
ア 業務の結果を業務報告書に記載し、作業終了後速やかに監督官に提出する。 
イ 業務報告書の書式は監督官の了承を得る。 
ウ 業務報告書の記載にあたっては、出来るだけ具体的に記載する。また、整備対象機器  
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のメーカー名、型番、製造番号等を必ず記載する。 
エ 履行期間の終了時には、業務報告書を製本または、ファイルして業務写真と共に各１  

部ずつ提出する。 
オ 業務写真は、カラー（サービス版）でアルバムまたはファイルされたものとし、撮影  

箇所は監督官の指示による。 
カ 次の業務の記録について、監督官より請求された場合は、提出又は提示する。 
(ｱ) 監督官と調整結果の記録を作成する。 
(ｲ) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一内容を連続して行う 

場合は、監督官と協議の上、省略できる。 
(ｳ) 一業務を終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 

キ 提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 
ク 業務実施においては、本業務に従事する者の名簿を役務実施前に監督官に提出するこ 
 と。 
 

(7)  業務に含まれる工事 
業務内容において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する 

建設工事が含まれる場合（同法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事を除く。）は、 
業務実施前に同法第３条に規定する許可証明書、同法第１９条の２に規定する現場代理 
人通知書及び同法第２４条の７に規定する施工体制台帳の写しを監督官に提出するもの 
とし、業務の実施にあたっては、使用する材料の工事材料搬入報告書を作成するととも 
に、施工前後及び施工時の写真を撮影の上、業務報告書に添付するものとする。 

 
(8)  損傷箇所等に対する措置 

業務を実施した際、異常・劣化及び損傷箇所等を発見した場合は、直ちに監督官に報 
告するとともに、原因・対応措置の判断を行い、とるべき必要な措置、方法、費用等を 
業務報告書に記載し、写真及び図面と共に監督官に速やかに提出し、了承を得る。 
 

(9)  清掃  
作業を実施する際および作業完了後は、機器本体及び周辺の清掃を確実に実施する。 

 
（10）喫煙 

喫煙は、監督官の指定する屋外の喫煙所とする。 
 

（11）光熱水料の提供 
業務の実施に必要な最小限の電気、ガス、水道等の使用については官側から無償で提 

供を受けることができる。 
 

（12）使用機器の経費負担 
業務に必要な工具、計測機器等は設備機器に付属して設置されているものを除き、受 

注者の準備とする。 
また、安全管理に必要な機器等についても受注者の準備とする。 

 
（13）廃棄物等処理 

業務の実施に伴い発生した金属類は、数量を計測の上、官側に引き渡すこととし、引 
き渡す際は重量（単位：キログラム）を集計し、官側との協議により市ヶ谷地区内の指 
示した場所に集積する。廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及 
び「東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等関係法令に基づき、適正に処理す 
るとともにマニフェスト等を監督官に提出する。 
 

(14）情報漏えい防止 
業務期間中、知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とす 

る。 
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(15）不審物等の通報 
業務期間中、不審物が置かれているなど明らかに普段と違う状況を発見した場合は、 

不審物に触れることなく直ちに監督官又は近くに警備職員がいる場合は警備職員に通報 
する。 

 
（16）協議 

本仕様書に疑義が生じた場合、速やかに支出負担行為担当官等と協議する。 
 

（17）完了検査 
受注者は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官の指定した者が行う完了検査を受 

けるものとする。 
 

提出書類一覧表 

 
 
  

提出書類 提出時期 部数 
媒体の

種類 
備考 

業務計画書 

（仕様書 ４ (４)） 
 契約後速やかに １部 紙 

 

 作業計画書 

（仕様書 ４ (５)） 

作業実施前 

（監督官の指示した日） 
１部 紙 

 

役務従事者名簿 

（仕様書 ４ (６)） 

作業実施前 

（監督官の指示した日） 
１部 紙 

 

 業務報告書 

（仕様書 ４ (６)） 
作業実施後速やかに 各１部 紙 

仕様書 ４ (７)に

該当する場合、工

事材料搬入報告書

及び施工前後と施

工中の写真を含

む。 

許可証明書 

（仕様書 ４ (７)） 

作業実施前 

（監督官の指示した日） 
１部 紙 

仕様書 ４ (７)に

該当する場合に提

出する。  現場代理人等通知書 

（仕様書 ４ (７)） 

作業実施前 

（監督官の指示した日） 
１部 紙 

施工体制台帳の写し 

（仕様書 ４ (７)） 

作業実施前 

（監督官の指示した日） 
１部 紙 

工事材料搬入報告書及び 

施工前後と施工中の写真 

（仕様書 ４ (７)） 

作業実施後速やかに １部 紙 

損傷箇所等の報告 

（仕様書 ４ (８)） 
発見後速やかに １部 紙 

仕様書 ４ (８)に

該当する場合に提出

する。 

 マニフェスト 

（仕様書 ４ (１３)） 
 処理後速やかに １部 紙 
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５ 特記事項 
(1) 石綿対策及び既設内装撤去 

  ア 指定範囲の内装及び設備を撤去すること。 
  イ 仕様 

項目 規格・仕様等 数量 備考 

石綿対策 

（石綿事前調査 

石綿飛散防止養生 

石綿撤去・処分） 

・新設箇所の石綿事前調査（採取・分析）を

実施すること。 

・石綿飛散防止養生を実施すること。 

・石綿撤去及び処分を実施すること。 

 ※詳細は図示のとおり。 

6 箇所 

（10 階 2 箇所 

11 階 2 箇所 

12 階 2 箇所） 

 

 

仮眠室壁紙撤去 

 ※詳細は図示のとおり。 
50.7 ㎡ 10 階 

仮眠室フロア―シート撤去（厚 2 ㎜） 

※詳細は図示のとおり。 

73.5 ㎡ 

（24.5 ㎡ 

×3 フロア） 

10 階～12 階 

仮眠室鋼製建具撤去 

・H=2,100、W=800 

・建具・枠共 

※詳細は図示のとおり。 

2 箇所 10 階 

仮眠室間仕切壁撤去 

・LGS65 

 ※詳細は図示のとおり。 

6.8m 10 階 

仮眠室天井撤去 

・化粧石膏ボード（9.5 ㎜×2 枚張り） 

 ※詳細は図示のとおり。 

12.5 ㎡ 10 階 

コピー室フロア―シート撤去（厚 2 ㎜） 

 ※詳細は図示のとおり。 

63.0 ㎡ 

（21.0 ㎡ 

×3 フロア）  

10 階～12 階 

コピー室天井撤去 

・化粧石膏ボード（9.5 ㎜×2 枚張り） 

 ※詳細は図示のとおり。 

0.9 ㎡ 

（0.45 ㎡ 

×2 フロア） 

10 階、12 階 

 
(2) 内装新設 

  ア 指定範囲の内装を新設すること。 
  イ 仕様 

項目 規格・仕様等 数量 備考 

ミーティング室① 

タイルカーペット新設 

・東リ社 GA100 シリーズ-GA163 同等品以上 

（他メーカー含む） 

・床見切材共 

・下地調整共 

 ※詳細は図示のとおり。 

73.5 ㎡ 

（24.5 ㎡ 

×3 フロア） 

 

 

 

10 階～12 階 

壁ダイノックシート新設 

・３Ｍ社ダイノックフィルム AR シリーズ同等  

品以上（他メーカー含む） 

・下地調整共 

 ※詳細は図示のとおり 

151.2 ㎡ 

（50.4 ㎡ 

×3 フロア） 

 

 

10 階～12 階 

建具ダイノックシート新設 

・３Ｍ社ダイノックフィルム AR シリーズ同等

品以上（他メーカー含む） 

・下地調整共 

・枠・建具共 

2 箇所 

（1 箇所 

×2 フロア） 

 

 

10 階、12 階 
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・建具文字表示共 

 ※建具リスト参照 

 

 

建具新設 

・甲種防火扉（観音開き） 

H=2,100、W=1,800 

建具・枠共 

壁補修含む 

 ※詳細は図示のとおり。 

1 箇所 

 

 

 

 

 

10 階 

 

 

 

 

 

天井内装新設 

・化粧石膏ボード（9.5 ㎜ 2 枚張り） 

 ※詳細は図示のとおり。 

12.5 ㎡ 

 

 

10 階 

天井開口新設 

・1,254 ㎜×170 ㎜ 

 開口補強含む 

 ※詳細は図示のとおり。 

 

14 箇所 

（10 階 6 箇所 

11 階 4 箇所 

12 階 4 箇所） 

 

10 階～12 階 

ミーティング室② 

タイルカーペット新設 

・東リ社 GA100 シリーズ-GA163 同等品以上 

（他メーカー含む） 

・床見切材含む。 

・下地調整共 

 ※詳細は図示のとおり。 

63.0 ㎡ 

（21.0 ㎡ 

×3 フロア） 

 

 

 

10 階～12 階 

壁ダイノックシート新設 

・３Ｍ社ダイノックフィルム AR シリーズ以上 

（他メーカー含む） 

・下地調整共 

 ※詳細は図示のとおり。 

135.6 ㎡ 

45.2 ㎡ 

×3 フロア） 

10 階～12 階 

建具ダイノックシート新設 

・３Ｍ社ダイノックフィルム AR シリーズ以上 

（他メーカー含む） 

・下地調整共 

・枠・建具共 

・建具文字表示含む。 

 ※建具リスト参照 

18 箇所 

（6 箇所 

×3 フロア） 

 

 

 

 

10 階～12 階 

天井内装新設 

・化粧石膏ボード（9.5 ㎜ 2 枚張り） 

 ※詳細は図示のとおり。 

0.9 ㎡ 

（0.45 ㎡ 

×2 フロア） 

10 階、12 階 

天井開口新設 

・845 ㎜×845 ㎜ 

 開口補強含む 

 

・150 ㎜×150 ㎜ 

  

 ※詳細は図示のとおり 

 

3 箇所 

（各フロア 1 箇

所） 

6 箇所 

（各フロア 2 箇

所） 

10 階～12 階 

  ※建具リスト 
場所  サイズ（Ｗ×Ｈ） 仕上げ 数量 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室① 入口 1,800 ㎜×2,100 ㎜ 両面 1 箇所×2 フロア 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室② 入口 1,800 ㎜×2,100 ㎜ 両面 1 箇所×3 フロア 

ＥＰＳ（3 連） 1,500 ㎜×2,000 ㎜ 片面 3 箇所×3 フロア 
ＥＰＳ 600 ㎜×2,000 ㎜ 片面 1 箇所×3 フロア 
ＤＳ 600 ㎜×1,500 ㎜ 片面 1 箇所×3 フロア 
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(3) 空調・換気設備改修（コンセント設備、幹線動力設備含む。） 
ア 機器は、事前に監督官の承認を得て選定すること。 
イ 室外機の基礎は防振架台を新設すること。 
ウ 配管完了後、気密試験及び通水試験を実施すること。 
エ 保温の仕上げは、冷媒管はアルミガラスクロス、ダクトはアルミガラスクロス粘着テ

ープとすること。 
オ 新設スイッチは、金属線ぴ配線とすること。 
カ 仕様 

項目 規格・仕様等 数量 備考 

ミーティング室② 

室内機新設（室外機（1 台）は EA チャンバーに

新設） 

電灯盤改造 

※詳細は図示のとおり。 

3 台 

3 面 
 

空調機械室３ 
空調換気扇新設 

動力制御盤改造 

3 台 

1 面 
 

 
(4) 電気設備改修 

  ア 指定範囲の電気設備を改修すること 
  イ 仕様 

項目 規格・仕様等 数量 備考 

ミーティング室① 

蛍光灯器具撤去 

・FHF32W×1 

 ※詳細は図示のとおり。 

6 台 10 階、12 階 

LED 照明器具新設 

・パナソニック製 XLX460PENT LE9  

又は同等品以上（他社品を含む） 

 ※詳細は図示のとおり 

16 台 

(10、12 階 

各 6 台 

11 階 4 台) 

 

スイッチ類撤去 

・排煙操作ｽｲｯﾁ、ｱｯﾃﾈｰﾀ、ｺﾝｾﾝﾄ、照明ｽｲｯﾁ 

 配線の接続替え含む 

 ※詳細は図示のとおり 

1 式 10 階 

LAN ｹｰﾌﾞﾙ新設 

・UTP CAT5e 

・ﾓｼﾞｭﾗｰﾛｾﾞｯﾄ(6 ﾎﾟｰﾄ)含む 

 ※詳細は図示のとおり 

1 式  

ミーティング室② 

人感センサー撤去 

 ・配線撤去含む 

  詳細は図示のとおり 

6 個  

片切スイッチ新設 

 ・パナソニック製 WN5001P 

  配線、プレート等新設含む 

 又は同等品以上他社製品を含む 

 ※詳細は図示のとおり 

3 個  

蛍光灯器具撤去 

・FHF32W×１ 

 ※詳細は図示のとおり 

12 台 10、12 階 

LED 照明器具新設 

・パナソニック製 XLX440PENP LA9  

又は同等品以上（他社品を含む） 

 ※詳細は図示のとおり 

12 台 10、12 階 

LAN ｹｰﾌﾞﾙ新設 

・UTP CAT5e 
1 式  
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・ﾓｼﾞｭﾗｰﾛｾﾞｯﾄ(6 ﾎﾟｰﾄ)含む 

 ※詳細は図示のとおり 

コンセント新設 

 ・パナソニック製 WN1302010 

  配線、プレート等新設含む 

又は同等品以上（他社品を含む） 

 ※詳細は図示のとおり 

5 個  

  ウ 受注者は、業務前に業務箇所を現地にて確認する。 
  エ 作業従事者は、第１種又は第２種電気工事士の資格を有するものであること。 
  オ 新設・交換する機器等は事前に監督官へ承認を受け選定すること。 
  カ 器具・部材撤去に伴うボルト穴、開口、貫通孔の仕上げは適切に処理すること。 
  キ 試運転確認結果について監督官へ報告する。正常に動作しない場合は受注者の負担に 

より必要な措置を講じる。 
 

 (5) その他 
ア 騒音が発生する作業については、原則土日祝日実施とし、作業実施日について監督官

の指示に従い実施可能日を調整すること。 
イ 本仕様書に記載なき事項についても、技術上当然必要と認められる事項については、 

受注者の責任において実施すること。 
ウ 当該庁舎の物品を毀損しないこと。万一毀損した場合には、速やかに受注者の責任 

において修理または交換を行うこと。 
エ 作業の実施にあたっては、関係法令及び諸規則等を遵守するとともに、監督官と十分 

な打合せのうえ実施すること。 
オ 作業実施にあたり、火気使用の必要が生じた場合は、適切な防火対策を講じて行うこ 

と。 
カ 本仕様書において疑義が生じた場合は委託者と協議し、これを解決すること。 



1

役務範囲

図面
番号

建物
名称

図面の
名　称 案内図 S = N.S



庁舎Ａ棟１０階役務対象範囲
役務対象

Ａ階段

旧：仮眠室
新：ミーティング室①

旧：コピー室

2

新：ミーティング室②

図面の建物
番号 名称 名　称 S=1/500庁舎Ａ棟 10階平面図
図面



庁舎Ａ棟１１階役務対象範囲 役務対象

3

旧：コピー室

旧：仮眠室
新：ミーティング室①

新：ミーティング室②

図面
庁舎Ａ棟 S=1/500名　称名称番号

建物 図面の
11階平面図



庁舎Ａ棟１２階役務対象範囲

役務対象

4

旧：コピー室

旧：仮眠室
新：ミーティング室①

新：ミーティング室②

図面の建物
番号 名称 名　称 S=1/500庁舎Ａ棟
図面

12階平面図



仮眠室

ＥＰＳ

ＤＳ

改修前

改修後

ＤＳ

ＥＰＳ

庁舎Ａ棟１１～１２階仮眠室（建築）

野縁受新設（C-38×12）

天井伏図

開口補強凡例

補強野縁新設

天井開口新設(1254×170)

補強野縁新設

庁舎Ａ棟１１～１２階ミーティング室①（建築）

‐3
‐3
+3.5

＋2,600

‐3
‐3

‐3
直天

‐3
‐3

直天
‐3

‐3
‐3

‐3
‐3

‐3
直天

直天
‐3

‐3
‐3

‐1
＋2,600

ミーティング室

AG

A1

3,
14

0
3,

0
60

3,600

タイルカーペット新設

既存ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（4基）固定※11階のみ

3,600 1,745

3,
06

0
3,

14
0

A2A1

AG

1,830

3
00

3
00

1,830 A21,745

壁ダイノックシート新設

フロア―シート撤去

3,600

3,
0
60

3,
14

0

A1

AG

既設天井開口（転用）
天井開口新設

5 12階平面図
図面

庁舎Ａ棟
名　称名称番号

建物 図面の
S=1/100



壁紙撤去

女性仮眠室男性仮眠室

ＥＰＳ

ＤＳ

改修後

改修前

ＤＳ

ＥＰＳ

庁舎Ａ棟１０階仮眠室（建築）

天井伏図

開口補強凡例

野縁受新設（C-38×12）

補強野縁新設

天井開口新設(1254×170)

庁舎Ａ棟１０階ミーティング室①（建築）

‐1

‐3

＋2,400

‐3
‐1

‐3

＋2,400

‐3

+3.5

‐3
‐3

‐3
直天

直天
‐3

‐3
‐3

‐3
‐3

‐3
直天

直天
‐3

‐3
‐3

‐3

＋2,400

‐3

天井更新範囲

1254㎜×170㎜

2,000

AG

3,
14

0
3
,0

60

2,600

710 940

ﾌﾛｱｰｼｰﾄ撤去

間仕切り壁撤去

A1 3,600

タイルカーペット新設

壁ダイノックシート新設

3,600 1,745

3
,0

60
3
,1

40

A2A1

AG

1,830

30
0

30
0

1,830 A21,745

ミーティング室

建具撤去

建具新設

3,600A1

2,600

3
,0

60
3,

14
0

AG

2,000

3,600A1

2,600

3
,0

60
3
,1

40

AG

2,000

1254㎜×170㎜

1254㎜×170㎜

1254㎜×170㎜

1254㎜×170㎜

1254㎜×170㎜

天井開口新設

既設天井開口

6 S=1/100
図面の建物

番号 名称 名　称庁舎Ａ棟
図面

10階平面図



野縁受新設（C-38×12）

ＥＰＳ

ＤＳ

コピー室

ＥＶ

改修後

改修前

ＥＰＳ

ＤＳ

ＥＶ

庁舎Ａ棟１０～１２階コピー室（建築）

天井伏図

補強野縁新設

開口補強凡例

庁舎Ａ棟１０～１２階ミーティング室②（建築）

+2,400

‐3
‐3

+3.5

‐3
‐3

直天
‐3

‐3
‐3

直天
‐3

‐3
‐3

+2,400
‐1

直天
‐3

‐3
‐3

直天
‐3

‐3
‐3

タイルカーペット新設

A13

4,227

7,200

298

ミーティング室

2,
02

0

AB

A14A13

4,227

7,200

2,973

50
0

1
,7

80
2
,2

0
0

298

2
,0

2
0

AB

A14

2,973

5
00

1
,7

80
2
,2

00

フロア―シート撤去

壁ダイノックシート新設
298

7,200

4,227

A13

既設天井開口（転用含む）

天井開口新設

天井更新範囲

天井開口新設

7 S=1/100図面の建物
番号 名称 名　称

庁舎Ａ棟図面 12階平面図



図面の建物
番号 名称 名　称庁舎Ａ棟
図面

機器表 S=1/X8

0.053

記号 名　称 台数 仕　　　様
動　力

備　考
kWＶφ

マルチ型

パッケージエアコン

A-AMP 1 室外機

付 属 品：スプリング防振装置付

A-AMP

付 属 品：防振吊金具、ワイヤードリモコン

1 2003

冷房能力：22.4kW　　暖房能力：25.0kW

冷房能力：7.1kW　　暖房能力：8.0kW

室 内 機：天吊カセット型（４方向）

A-HEU 空調換気扇 露出設置型

処理風量：250m3

交換効率：60％以上

付 属 品：防振吊金物、コントロールスイッチ

1 100 0.161

A-HEU

A-HEU

3

参考寸法：930×765×H1,660

3 200

3 200

5.94

0.46

圧縮機

送風機

参考重量：200㎏

型式

吹出口 ｱﾈﾓ

風量

200E2-15

型番

m3/h

吸込口 HS 200×200 200

吸込口 HS 150×150 80

吸込口 HS 150×150 80

備考

コピー室

湯沸室

コピー室

湯沸室

室名

既設

既設

既設

新設

記号

冷媒管リスト

液管 ガス管

○Ａ

○Ｂ
φ9.5 φ15.9

φ19.1φ9.5

制気口リスト

10-2

10-2-1

10-2-2

10-2-3

10-3

11-2

12-2



ELV ELV

空調機械室３

ミーティング室

空調機械室３

ミーティング室

D1
25

A-AMP

A-AMP

※11階

A-AMP

※10階

※12階

※11階

※10階

※12階

A-HEU

A-HEU

A-HEU

φ150

φ150

φ150

φ
1
5
0

RSHS

D1
25

D25

A-AMP

※10階

12-2

11-2

10-3

10-2-3

10-2-2

10-2-1

10-2

○Ａ

○Ａ

○Ｂ

図面の建物
番号 名称 名　称庁舎Ａ棟
図面

平面図 S=1/500

庁舎Ａ棟１０～１２階コピー室　「空調配管図」庁舎Ａ棟１０～１２階コピー室　「ダクト設備図」

9



ミーティング室

空調機械室３ 空調機械室３

ミーティング室

空調機械室３

ミーティング室

空調機械室３

ミーティング室

空調機械室３

ミーティング室

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ

A-10P-03

A-10L-03 A-11L-03 A-12L-03

A-11P-03

CE8□-3,IE2.0(PF28)
CE8□-3,IE2.0(E31)

EEF1.6-2
※空調機械室内はPF22内配線

(1φ200V MCCB2P20A)
【既設】開閉器盤

貫通口

鋼板製
MCCB3P40A

10階

11階

1φ3W100/200V
CVT100□ MCCB3P125A

1φ3W100/200V
MCCB3P125ACVT38□

1φ3W100/200V
CVT60□ MCCB3P150A

CVT100□
1φ3W100/200V

MCCB3P125A

備考開閉器 電圧
400MCCB3P30A

400

400

MCCB3P40A
MCCB3P15A
MCCB3P15A
MCCB3P15A

400
400

400
100

MCCB3P15A
MCCB3P30A

MCCB3P60A 200

ELCB3P50A 200

200 新設

一般動力盤№1より
3φ3W200/400V
CVT100□

MCCB3P100A

一般動力盤№3より
3φ3W200V
CVT100□

CV14□-3C
3φ3W200V

ELCB3P40A

備考 開閉器
MCCB1P20A 301

番号

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

303
305
307
309
311
313
315
317
319
321

MCCB1P20A
MCCB1P20A

323
325

備考 開閉器 番号

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

307
309
311
313
315
317
319
321

MCCB1P20A 323

305
301
303

備考 開閉器
MCCB1P20A 301

番号

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

303
305
307
309
311
313
315
317
319
321

MCCB1P20A
MCCB1P20A

323
325

ELCB2P20A

ELCB2P20A

MCCB1P20A
MCCB1P20A

327
329

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

番号
MCCB1P20A
開閉器備考

339
341
327
329
331
333
335
337
343
345

ELCB2P20A

予備
予備

備考開閉器
MCCB1P20A

番号

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322

MCCB1P20A
MCCB1P20A

324
326

備考開閉器番号

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322

備考開閉器
MCCB1P20A

番号

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
322

MCCB1P20A
MCCB1P20A

324
326

ELCB2P20A

ELCB2P20A
ELCB2P20A

MCCB1P20A
MCCB1P20A

328
330

ELCB2P20A

予備

予備

MCCB1P20A324 新設

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A
MCCB1P20A

番号
MCCB1P20A
開閉器 備考

334
332
330
328

340
342

MCCB2P75A
336
338
344 予備

10階コンセント設備平面図 11階コンセント設備平面図 12階コンセント設備平面図10階・11階幹線動力設備平面図

単線結線図（A-10L-03） 単線結線図（A-11L-03） 単線結線図（A-12L-03）

単線結線図（A-11P-03）

図面の建物
番号 名称 名　称庁舎Ａ棟
図面

平面図 S=1/30010



3,600 1,745

3,
06

0
3
,1

40

A2A1

AG

1,830

3
00

3
00

1,830

AG

A1 A2

3,
14

0
3,

06
0

1,7453,600

ミーティング室

仮眠室

③スイッチ及び既存配線は流用し、一部配線を新設する

業務内容

至ＥＰＳ

至ＥＰＳ

既存配線は再利用

既存配線は再利用
一部配線は新設

照明設備新設

　UTP CAT5e　電話用(天井ｺﾛｶﾞｼ) 新設

　ﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ(6ポート) 新設

端末機械室へ(約50m)

⑥LANｹｰﾌﾞﾙの両端はﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ(RJ45)を取り付ける

　VVF1.6-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

撤去

新設

新設

　既存蛍光灯照明(天井埋込)

　新設LED照明(天井埋込)

再利用

記号 名　　称 備考

（凡例）

　VVF2.0-3C VVF1.6-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

　既設片切ｽｲｯﾁ

⑤端末機械室内既設ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸよりLANｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾃｺﾞﾘｰ5e) 各階1本ずつ新設する

⑦執務室内に内部にﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ(6ﾎﾟｰﾄ)各階1個ずつを新設する

既存照明設備撤去2台(12階のみ)

①既存天井埋込照明設備を2台撤去する(12階のみ)
②天井埋込照明設備を4台(11階)及び6台(12階)新設する

④照明設備新設に伴い、軽量鉄骨下地及び天井(化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)を改修する

改修前

改修後

図面 庁舎Ａ棟 図面の
名　称

平面図 S=1/100
名称番号
建物

　１１、１２階仮眠室電気設備図

11

　１１、１２階ミーティング室①電気設備図



3
00

2,000

3,600 1,745

3,
06

0
3,

14
0

A2A1

AG

1,830

3
00

S=1/100図面の建物
番号 名称 名　称

庁舎Ａ棟図面

1,830

AG

A1 A2

3
,1

40
3,

06
0

1,7453,600

2,600

男子仮眠室 女子仮眠室

ミーティング室

平面図

排煙操作ｽｲｯﾁ撤去
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去

照明ｽｲｯﾁ撤去

空調機

空調機

空調機

空調機

　UTP CAT5e　電話用(天井ｺﾛｶﾞｼ) 新設

　ﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ(6ポート) 新設

端末機械室へ(約50m)

既存配線は再利用
既存照明設備撤去４台

ｺﾝｾﾝﾄ撤去(配線含む)

至ＥＰＳJ

J

撤去

新設

新設

　既存蛍光灯照明(天井埋込)

　新設LED照明(天井埋込)

再利用

記号 名　　称 備考

（凡例）

　VVF2.0-3C VVF1.6-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

J 　既存ジョンイトボックス 再利用

至ＥＰＳ

　VVF2.0-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)
業務内容

②撤去したスイッチ類の配線は男子仮眠室のスイッチ類に接続する
①女子仮眠室の間仕切壁に設置されているスイッチ類は撤去する

⑥端末機械室内既設ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸよりLANｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾃｺﾞﾘｰ5e) 1本新設する
⑦LANｹｰﾌﾞﾙの両端はﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ(RJ45)を取り付ける
⑧執務室内に内部にﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ(6ﾎﾟｰﾄ)1個を新設する

③既存照明設備(４台)及びジョイントボックスまでの配線を撤去する
④LED照明(６台)及び配線を新設する
⑤照明設備新設に伴い、軽量鉄骨下地及び天井(化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)を改修する

既存排煙操作ｽｲｯﾁに接続
既存ｱｯﾃﾈｰﾀに接続
既存照明ｽｲｯﾁに接続

改修前

改修後

図面 庁舎Ａ棟 図面の
名　称

平面図 S=1/100
名称番号
建物

　１０階仮眠室電気設備図
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　１０階ミーティング室①電気設備図



S=1/100図面の建物
番号 名称 名　称

庁舎Ａ棟図面

2,
02

0

50
0

1
,7

8
0

2
,
20

0

298

2,
02

0

AB

A14A13

4,227

7,200

2,973

50
0

1
,7

80
2
,2

00

2,973

7,200

4,227

A13 A14

ミーティング室

平面図

コピー室

業務内容

S

　VVF1.6-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ) 新設

再利用　VVF2.0-3C VVF1.6-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

S 　人感センサー

新設

撤去

　片切スイッチ(FL+1300)

至ＥＰＳ

至ＥＰＳ

②撤去後の天井は、穴を塞ぐ補修を実施する

既存配線は再利用

既存配線は再利用

既存照明設備撤去6台(11階除く)

配線新設
片切スイッチ新設1個

照明設備新設6台(11階除く)

③既存照明設備を各階6台ずつ撤去する（11階除く)
④片切スイッチ各階1個ずつ新設する
⑤片切スイッチは既存壁内ボックスを使用する
⑥片切スイッチまでの配線は新設する
⑦照明設備を各階6台ずつ新設する(11階除く)

　既存蛍光灯照明(天井埋込)

記号 名　　称 備考

（凡例）

撤去

新設　新設LED照明(天井埋込)

①既存人感センサー各階2個ずつ撤去する

S

既存配線は撤去
人感センサー撤去2個

改修前

改修後

図面 庁舎Ａ棟 図面の
名　称

平面図 S=1/100
名称番号
建物

　１０～１２階コピー室照明設備図

13

　１０～１２階ミーティング室②照明設備図



S=1/100図面の建物
番号 名称 名　称

庁舎Ａ棟図面

2,
02

0

AB

50
0

1
,7

8
0

2
,
20

0

298

コピー室

A14A13

4,227

7,200

2,973

2,
02

0

50
0

1,
78

0
2,

20
0

ミーティング室

A14A13

4,227

7,200

2,973

平面図

記号 名　　称 備考

（凡例）

　新設コンセント(FL+300) 新設

新設

再利用

　VVF2.0-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

天井配線はｺﾛｶﾞｼ

　VVF2.0-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

コンセント新設(12階除く)

天井配線はｺﾛｶﾞｼ

コンセント新設

壁はモールで露出

　UTP CAT5e　電話用(天井ｺﾛｶﾞｼ) 新設

　ﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ(6ポート) 新設

端末機械室へ(約50m)
至ＥＰＳ

壁はモールで露出業務内容

②配線は既設コンセントから分岐する
③天井から露出配線(モール)とする

①コンセント(10、11階は2個、12階は1個)及び配線を新設する

⑤LANｹｰﾌﾞﾙの両端はﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ(RJ45)を取り付ける
⑥執務室内に内部にﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ(6ﾎﾟｰﾄ)各階1個ずつ新設する

④端末機械室内ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸよりLANｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾃｺﾞﾘｰ5e)各階1本ずつ新設する

改修前

改修後

図面 庁舎Ａ棟 図面の
名　称

平面図 S=1/100
名称番号
建物

　１０～１２階コピー室電気設備図
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　１０～１２階ミーティング室②電気設備図


